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国際税務 

QI/FATCA/CRS 関連情報 
ケイマン諸島：FATCA/CRS に関する最新情報 

～DITC ポータルユーザーガイドの更新概要～ 
 
デロイト トーマツ税理士法人 US デスク 
2023年 5月 26 日号 

2023年 4月にケイマン諸島国際税務協力局（Department for International Tax Cooperation：以下「DITC」）は DITC
ポータルのユーザーガイド v9.3「DITC Portal-User Guide」（DITC ウェブサイト（英語、PDF））に関する更新版を公表した。本ニ
ュースレターでは、更新された事項を簡単に記す。 

1. DITC のメールアドレスの変更 

DITC のポータルチームに問い合わせをする際に使用するメールアドレスが変更された。メールでの問い合わせは、権限者
（Authorized Person：以下「AP」）や主たる連絡担当者（Principal Point of Contact：以下「PPoC」）など、FI
（Financial Institution）のポータルにアクセスする権限を有する者のみが行うことが可能となっている。 

2. 事業体プロフィールページの更新 

事業体のプロフィールページが更新され、補助的ユーザー（Secondary User）の情報欄に補助的ユーザーが個人・事業体のいずれ
の種類に区分されるかを表示する「Person Type」や、FATCA・CRS の補助的ユーザーとして登録されていること示す「Framework」
などが追加され、より詳細な情報が表記されるよう変更された。 

また、送信ステータス（Transmission Status）の欄が新たに追加され、事業体プロフィールページから FATCA XML について、IRS
から受領したエラー通知を確認できる仕様となった。これにより、別のアクセスする権限を有するユーザーが送信した申告についてエラー
があった場合に、そのエラー内容をその他の PPoC又は補助的ユーザーが確認することが可能となる。 

3. CRS コンプライアンスファイルアップロードフォームの追加 

CRS コンプライアンスファイルアップロードフォームは、DITC より CRS 遵守状況に関する文書の提出要請があった際に、ファイルをアッ
プロードするために使用される。DITC からの要請がない限り、本フォームを使用はすることできない。 

DITC から受領する文書の提出要請にはコンプライアンス参照番号（Compliance Reference Code）が記載されており、その参
照番号をフォームで選択し、アップロードするファイルと紐づけることで文書を DITC に提出することができる。提出が完了し、本フォーム
のステータスが「Submitted」となったことをポータル上で確認した後、FI はメールにて提出が完了した旨を DITC に報告することがで
き、DITCはアップロードされた情報を確認した上で PPoC に連絡をする。 

ただし、提出された文書が不正確であると DITCが判断した場合には、一度「Submitted」となった本フォームのステータスが「Action 
Required」へ差し戻され、再度対応が必要となる。その場合には、追加で提出する文書に加えて、当初の提出でアップロードした
全文書の再提出が必要となる。再提出が完了するまでは DITC の提出要請を適切に履行されたとみなされないため、留意された
い。 

本フォームは、主たる連絡先担当（PPoC）及び補助的ユーザーが送信することができる。 

https://ditcportal.secure.ky/login
https://ditcportal.secure.ky/login
https://www.ditc.ky/wp-content/uploads/DITC_Portal_User_Guide.pdf
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おわりに 

US FATCA報告とは異なり、ケイマン CRS 報告義務については報告対象口座が存在しない場合でも、毎年のゼロ報告が必須で
あるため、ケイマン SPC を保有する金融機関は対応を怠ることがないように留意されたい。ケイマン諸島の FATCA・CRS 対応義務
とその期日については、デロイト トーマツ税理士法人が作成した過去のニュースレター「ケイマン諸島：FATCA/CRS に関する最新情
報～CRS 参加国、報告対象国の更新及び対応事項～」（国際税務 QI/FATCA/CRS 関連情報 2023年 4月 24日号）を
参照いただきたい。 

デロイト トーマツ税理士法人では、QI、FATCA、CRS、及び米国税務に関して専門チームを有し、常に最新情報を入手の上、多数
の金融機関にサービスを提供している。今回のニュースレターでご案内した内容のほか、制度内容・法令等でもご不明な点等があれ
ば、ご相談いただきたい。 

 

Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, 
and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by any 
governmental taxing authority or agency. 

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/ftc/jp-qi-fatca-crs-24april2023.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/ftc/jp-qi-fatca-crs-24april2023.pdf
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

お問い合わせ 

米国税務及び QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 US デスク  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー 秋葉 奈緒子 naoko.akiba@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 高島 憲一 kenichi.takashima@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 榎本 純子 junko1.enomoto@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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